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土地収用法施行令（昭和26年政令第342号）第６条の２において準用する同令第５条第２項の規定により、次のとお

り公示による通知を行う。

なお、通知書は、当収用委員会事務局（秋田県建設部建設政策課）に保管し、通知を受けるべき者にいつでも交付す

る。受領しないときは、令和２年１月17日をもってその通知があったものとみなされる。

令和元年12月24日

秋田県収用委員会会長 面 山 恭 子

１ 事件名

一級河川雄物川水系雄物川中流部改修工事（新波築堤・左岸：秋田県秋田市雄和女米木字高麓沢地内から同市雄和

新波字新町地内まで）に係る土地収用事件（令和元年秋収委第43号及び第44号）

２ 通知書の名称

令和元年12月17日付け秋収委―53 「審理の開始について（通知 」）

３ 通知を受けるべき者

秋田県秋田市雄和女米木字白川255番の土地の所有者

加 藤 正治郎 住所・居所不明


